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(57)【要約】
本装置は、インターネットサービスを提供するために、
ブロードバンド接続（７）介してホームネットワークを
サービスプロバイダネットワークに接続するように適合
された装置であって、前記装置は、送出接続については
、第１のプロトコルに従った前記ホームネットワークの
データストリームを受信し、第２のプロトコルに従った
前記データストリームを前記サービスプロバイダネット
ワークに送信し、入来接続についてはその逆をするため
のメディアリレー（１）を備える。前記メディアリレー
は、前記メディアリレーを前記ホームネットワークにリ
ンク付けし、前記受信するデータストリームの前記メデ
ィアデータからシグナリングデータを分離するためのメ
ディアデバイスインターフェース（２）と、前記第１の
プロトコルに従った前記シグナリングデータを前記第２
のプロトコルに従った前記シグナリングデータに変換す
るためのシグナリングスイッチ（３）と、前記第１のプ
ロトコルに従った前記メディアデータを前記第２のプロ
トコルに従った前記メディアデータに変換するためのメ
ディアスイッチ（４）と、前記メディアリレーを前記サ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットサービスを提供するために、ブロードバンド接続（７）を介してホーム
ネットワークをサービスプロバイダネットワーク（８）に接続するように適合された装置
であって、前記装置は、送出接続については、第１のプロトコルに従った前記ホームネッ
トワークのデータストリームを受信し、第２のプロトコルに従って前記データストリーム
を前記サービスプロバイダネットワーク（８）に送信し、入来接続についてはその逆をす
るためのメディアリレー（１）を備え、前記メディアリレー（１）は、
　前記メディアリレーを前記ホームネットワークにリンク付けし、当該受信するデータス
トリームのメディアデータからシグナリングデータを分離するためのメディアデバイスイ
ンターフェース（２）と、
　前記第１のプロトコルに従った前記シグナリングデータを前記第２のプロトコルに従っ
た前記シグナリングデータに変換するためのシグナリングスイッチ（３）と、
　前記第１のプロトコルに従った前記メディアデータを前記第２のプロトコルに従った前
記メディアデータに変換するためのメディアスイッチ（４）と、
　前記メディアリレーを前記サービスプロバイダネットワーク（８）にリンク付けし、前
記シグナリングスイッチ（３）からの前記シグナリングデータと前記メディアスイッチ（
４）からの前記メディアデータとを結合するためのネットワークインターフェース（５）
と、
　を含む、前記装置。
【請求項２】
　前記シグナリングスイッチ（３）は、前記メディアデバイスインターフェース（２）か
ら前記メディアデータのメタデータ及び生データを受信し、前記メディアデバイスインタ
ーフェース（２）は、送出接続に関する前記メディアスイッチ（４）に関する前記メディ
アデータの前記メタデータを生成するように適合され、前記ネットワークインターフェー
ス（５）は、前記メディアスイッチからの生メディアデータを有するメタデータを使用し
て送出接続に関する前記メディアデータを再生成し、入来接続に関してはその逆をする、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記メディアスイッチ（４）は、多数の異なる入口接続ポイント及び多数の異なる出口
接続ポイントを含み、前記メタデータは、前記入口及び出口接続ポイントのそれぞれ１つ
を選択するために、前記メディアスイッチ（４）によって使用されるソース及び宛先ポー
ト数並びに／又は前記第１及び第２のプロトコル間の前記データストリームの任意の変換
を定めるためのパラメータを含む、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記メディアスイッチ（４）は、生データ（２０）の接続に関するリレー接続ポイント
、ＲＴＰ/ＲＴＣＰ（リアルタイム伝送プロトコル/リアルタイム移送制御プロトコル）接
続ポイント（２１）、ファイル接続ポイント（２２）、ＤＳＰ（デジタル信号処理）接続
ポイント（２３）、コード変換接続ポイント（２４）及び／又はマルチキャスト接続ポイ
ント（２５）を含む、請求項１乃至３の何れかに記載の装置。
【請求項５】
　前記接続ポイントの各々は、入口接続ポイント（２０－２６）又は出口接続ポイント（
３０－３６）とすることができる、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１のプロトコル及び前記第２のプロトコルは、同一又は異なる、請求項１乃至５
の何れかに記載の装置。
【請求項７】
　前記装置は、レジデンシャルゲートウェイ、エンタープライズゲートウェイ若しくはメ
ディアゲートウェイ、セットトップボックス、携帯コンピュータ又はスマートフォンであ
る、請求項１乃至６の何れかに記載の装置。
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【請求項８】
　前記メタデータは、前記第１及び第２のプロトコルの一種、及び／又は前記メディアデ
ータを扱うためのパラメータを含む、請求項１乃至７の何れかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンドユーザデバイスの分野に関し、より詳細には、インターネットサービ
スを提供するためにブロードバンド接続を介してサービスプロバイダネットワークで動作
するレジデンシャルゲートウェイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　レジデンシャル（residential:住宅用）ゲートウェイは、顧客の家庭内のデバイスをイ
ンターネット又は他のワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）に接続するために広く用いら
れる。レジデンシャルゲートウェイは、例えば、銅線を通じた高いデータレート伝送、高
速無線通信又は光学ファイバブロードバンド伝送システムを可能にするデジタル加入者回
線（ｘＤＳＬ）技術を使用する。ホームネットワークは、多くのエンドユーザのための毎
日の生活の一部となっている。ホームネットワークは、ホームネットワークが異なる種類
のデバイスで構成されていることを意味する様々な異種構成要素からなる。全てのこれら
のデバイスは、互いに及びインターネットと通信することを必要とする。
【０００３】
　ホームネットワークに用いられるような、一般的なレジデンシャルゲートウェイは、典
型的に、マイクロプロセッサ、ソフトウェアモジュール及びアプリケーションを有するオ
ペレーティングシステムが記録された不揮発性メモリ、並びにレジデンシャルゲートウェ
イの動作のための揮発性メモリを含む。レジデンシャルゲートウェイのオペレーティング
システムは、例えば、ＬＩＮＵＸオペレーティングシステム及びアプリケーションのため
の実行環境を表すゲートウェイ固有のミドルウェアである。ソフトウェアモジュールは、
例えば、ＤＳＬモデム機能、ケーブル若しくは光モデム機能、ゲートウェイ及びスイッチ
ング機能、ＦＸＳ機能、ＶｏＩＰ機能性を提供し、無線動作及びイーサネットブリッジの
ためのＷｉ－Ｆｉノードを含む。
【０００４】
　レジデンシャルゲートウェイは、それ故に、異なる多数のメディアストリーミング技術
を管理しなければならず、異なるメディアインタラクタ間の伝送プロトコルにおいてしば
しばミスマッチがある。例えば、ＶｏＩＰ（ボイスオーバーインターネットプロトコル）
はＲＴＰ/ＲＴＣＰ（リアルタイム移送プロトコル／ＲＴＰ制御プロトコル）パケットを
使用し、ＦＸＳ/ＦＸＯ（外国為替サービス／外貨交換所）はＤＳＰ（デジタル信号プロ
セッサ）から入来するメディアサンプルを使用し、留守番電話は再生される／記録される
必要があるファイルを使用する等である。あるタイプから他のタイプへの異なる伝送プロ
トコルをリンク付けすることは、しばしば複雑で個人的な実装となる。
【０００５】
　米国特許出願第20050190743号は、複数のプロトコルハンドラと、プロトコルハンドラ
の各々と通信する複数のオペレーションモジュールと、を備えたレジデンシャルゲートウ
ェイを開示する。第１のプロトコルハンドラは、所与の顧客プロトコル又はサービスプロ
バイダプロトコルに関連付けられ、関連付けられたプロトコルに適合する入力信号を一般
的な情報フォーマットに変換するように構成されている。第２のプロトコルハンドラは、
一般的な情報フォーマットから第２の関連付けられたプロトコルに適合する出力信号に情
報を変換するようにさらに構成されている。オペレーションモジュールの１つは、第１の
プロトコルハンドラを第２のプロトコルハンドラに接続し、一般的な情報フォーマットに
おける情報を使用して電気通信動作を実行するように構成されている。
【発明の概要】
【０００６】
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　本装置は、インターネットサービスを提供するためにブロードバンド接続を介してホー
ムネットワークをサービスプロバイダネットワークに接続するように適合され、第１のプ
ロトコルに従ったホームネットワークのデータストリームを受信し、第２のプロトコルに
従ったデータストリームを送出接続に送信し、入来接続に関してはこれとは逆にして送信
するためのメディアリレーを備える。上記メディアリレーは、上記メディアリレーを上記
ホームネットワークにリンク付けし、受信データストリームのメディアデータからシグナ
リングデータを分離するためのメディアデバイスインターフェースと、上記第１のプロト
コルに従った上記シグナリングデータを上記第２のプロトコルに従った上記シグナリング
データに変換するシグナリングスイッチと、上記メディアリレーを上記サービスプロバイ
ダネットワークにリンク付けし、上記シグナリングスイッチからの上記シグナリングデー
タと上記メディアスイッチからの上記メディアデータとを結合するためのネットワークイ
ンターフェースと、を含む。
【０００７】
　本発明の更なる態様において、上記シグナリングスイッチは上記メディアデバイスイン
ターフェースから上記メディアデータのメタデータ及び生データを受信し、上記メディア
デバイスインターフェースは送出接続に関する上記メディアスイッチのための上記メディ
アデータに適用可能なメタデータを生成し、上記ネットワークインターフェースは上記メ
ディアスイッチからの上記生メディアデータを有するメタデータを使用して、送出接続に
関する上記メディアデータを再生成し、入来接続に関してはこれとは逆にして再生成する
。上記シグナリングスイッチは、上記メディアデバイスインターフェースから上記メディ
アデータの上記メタデータ及び生データを受信する。上記メディアスイッチは、特に、多
数の異なるプロトコルに従ってデータストリームを処理するための多数の異なる入口接続
ポイント及び多数の異なる出口接続ポイントを含む。上記メタデータは、特に、第１及び
第２のプロトコルの一種と、上記メディアスイッチによって使用され、第１及び第２のプ
ロトコル間の変換のタイプを定め、第１及び第２のプロトコルが同一である場合には変換
を必要としないことを定めるソース及び宛先ポート数と、を含む。上記ポート数はまた、
有利には、上記メディアスイッチの個々の入口接続ポイント及び個々の出口接続ポイント
を選択するために、上記メディアスイッチによって用いられる。
【０００８】
　本発明は、上記メディアスイッチの複雑性を低減するためにメディア伝送プロトコルの
抽象的概念（abstruction）を作るマルチメディアストリーミングアーキテクチャを提供
する。その結果、異なるタイプのエンドデバイスは、何の伝送プロトコルが他方で用いら
れているのかを知る必要なく容易に相互接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態は、概略図を参照して例示の目的で以下により詳細に説明さ
れる。
【図１】メディアスイッチを有するメディアリレーを含む、ホームネットワークに関する
レジデンシャルゲートウェイを示す図である。
【図２】多数の入口接続ポイント及び出口接続ポイントを含むメディアスイッチを示す図
である。
【図３】図２のメディアスイッチの例示的な実施形態を示す図である。
【図４】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。
【図５】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。
【図６】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。
【図７】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。



(5) JP 2016-508315 A 2016.3.17

10

20

30

40

50

【図８】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。
【図９】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチの
特定例を示す図である。
【図１０】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチ
の特定例を示す図である。
【図１１】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチ
の特定例を示す図である。
【図１２ａ】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッ
チの特定例を示す図である。
【図１２ｂ】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッ
チの特定例を示す図である。
【図１３】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチ
の特定例を示す図である。
【図１４】異なる接続ポイントタイプ及び異なる変換を有する、図２のメディアスイッチ
の特定例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の説明において、インターネットサービスを提供するためにブロードバンド接続を
介してホームネットワークをサービスプロバイダネットワークに接続するために適合され
る装置が説明される。例示の目的で、多くの特定の詳細は、好ましい実施形態の完全な理
解を提供するために説明される。しかしながら、本発明は、これらの特定の詳細なしで行
われ得ることは当業者にとって明らかである。
【００１１】
　本装置は、例えば、レジデンシャルゲートウェイ若しくはメディアゲートウェイ、ルー
タ、スイッチ又はセットトップボックスであり、好ましい実施形態においてマイクロプロ
セッサ、オペレーティングシステム及びアプリケーションが記録された不揮発性メモリ、
並びに本装置の動作のための揮発性メモリを含む。本装置のオペレーティングシステムは
、例えば、ＬＩＮＵＸオペレーティングシステム及びデバイス実行環境を表すデバイス固
有のミドルウェアである。本デバイス実行環境は、ＤＳＬモデム機能、ゲートウェイ及び
スイッチング機能、ＦＸＳ機能、ＶｏＩＰ機能性並びにＷｉ－Ｆｉ動作を特に提供するた
めのソフトウェア構成要素を含む。
【００１２】
　本装置は、図１に示されるように、メディアデバイスインターフェース２と、シグナリ
ングスイッチ３と、メディアスイッチ４と、ネットワークインターフェース５とを有する
メディアリレー１を含む。メディアリレー１は、例えばラップトップ、タブレットＰＣ、
スマートフォン又はユーザのホームネットワークのスマートＴＶなどのエンドデバイス６
に、メディアデバイスインターフェース２を介してリンク付けされる。本装置は特に、基
地局として、例えばレジデンシャルゲートウェイとして、ホームネットワーク内で動作し
、ブロードバンド接続７を介して、例えばｘＤＳＬ又はインターネットサービスを提供す
るために光ファイバ接続を介してホームネットワークをサービスプロバイダネットワーク
８に接続する。
【００１３】
　メディアデバイスインターフェース２は、シグナリングデータ及びメディアデータを含
むエンドデバイス６の任意のメディアストリームを受信し、まだ分離されていない場合、
受信メディアストリームのメディアデータからシグナリングデータを分離し、シグナリン
グデータをシグナリングスイッチ３に、メディアデータをメディアスイッチ４に転送する
。ネットワークインターフェース５は、メディアスイッチから任意のシグナリングデータ
及びメディアスイッチ４からメディアデータを受信し、送出接続に関する第２のプロトコ
ルに従って任意のシグナリングデータとメディアデータとを結合して、ブロードバンド接
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続７及びインターネット若しくはインターネットの一部に接続されたサービスプロバイダ
ネットワーク８を介して送出データストリームを第２のユーザの任意のエンドデバイス９
に転送する。
【００１４】
　入来接続の場合において、例えばエンドデバイス９から、メディアリレーは以下に従っ
て動作する：ネットワークインターフェース５は第１のプロトコルに従ってデータストリ
ームをサービスプロバイダネットワーク８から受信し、受信データストリームのメディア
データからシグナリングデータを分離する。シグナリングデータはシグナリングスイッチ
３に転送され、メディアデータはメディアスイッチ４に転送される。メディアデバイスイ
ンターフェース２はシグナリングスイッチ３からシグナリングデータを受信し、メディア
スイッチ４からメディアデータを受信する。第２のプロトコルに従ってシグナリングデー
タをメディアデータと結合し、個々のデータストリームをエンドデバイス６に転送する。
【００１５】
　メディアデバイスインターフェース２は特に、メディアデータからメタデータをも生成
し、生データから分離されたメタデータを送出接続に関するメディアスイッチ４に提供す
る。生データはデータストリームの生メディアデータであり、例えばデータストリームに
含まれるような音声及び／又はビデオデータである。メディアデータに関するメタデータ
は、シグナリングデータに従って、又はメディアデータプロトコルを認識することに基づ
いて、生成されることができる。ネットワークインターフェース５は、メディアスイッチ
４から受信した時、それに応じてメタデータ及び生データを扱う。入来接続に関して、メ
タデータはネットワークインターフェース５によってメディアデータから生成され、従っ
てメディアデバイスインターフェース２によって結合される。メディアスイッチ４は、同
じ種類又は異なる種類の少なくとも２つの接続ポイント２０－２６、３０－３６を接続す
る。
【００１６】
　メタデータは、第１及び第２のプロトコルの一種を含み、接続されたデバイスのソース
及び宛先ポート数も含み、そのポート数は、第１及び第２のプロトコルの間の変換のタイ
プを定めるために、又は第１及び第２のプロトコルが同一である場合において変換が必要
ないことを認識するためにメディアスイッチによって用いられる。
【００１７】
　図２に示されるように、メディアスイッチ４は、入口側及び出口側に多数の接続ポイン
トを含む。接続ポイント２０－２６、３０－３６の各々は、入口接続ポイント又は出口接
続ポイントとすることができる。メディアスイッチ４の一方の側の接続ポイント２０－２
６はメディアデバイスインターフェース２にリンク付けされ、接続ポイント３０－３６は
ネットワークインターフェース５にリンク付けされる。各接続ポイントは、生データ、接
続ポイント２０、ＲＴＰ/ＲＴＣＰ（リアルタイム伝送プロトコル／リアルタイム移送制
御プロトコル）接続ポイント２１、ファイル接続ポイント２２、ＤＳＰ（デジタル信号処
理）接続ポイント２３、コード変換接続ポイント２４、マルチキャスト接続ポイント２５
、又は任意の他のメディア接続ポイント２６の接続に関するリレータイプとすることがで
きる特定のメディアプロトコルタイプに従って、特定の機能性を有する。それに応じて、
メディアスイッチ４は、その他方、接続ポイント３０－３６で、同じ種類の接続ポイント
を含む。
【００１８】
　各接続ポイント２０－２６は、メタデータを有しない生データストリームのみを受信す
るリレー接続ポイント２０を除いて、入口ポイントとして動作するとき、プロトコルの種
類に依存するように、メディアデバイスインターフェース２から生メディアストリーム及
び生メディアストリームを記述するいくつかのメタデータを受信する。接続ポイント２０
－２６が入口ポイントとして動作するとき、接続ポイント３０－３６は、ネットワークイ
ンターフェース５とリンク付けられ、出口接続ポイントである。接続ポイント３０－３６
が入口接続ポイントとして動作する場合において、その後接続ポイント２１－２６は対応
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する出口接続ポイントとして動作する。メディアスイッチ４は各入口接続ポイントを出口
接続ポイントと適切に相互接続することによって、１つの入口接続ポイントが同じタイプ
又は異なるタイプの１つの出口接続ポイントに接続される。任意の２つのデバイス間の相
互接続の個々の入口及び出口接続ポイントは、第１及び第２のプロトコルのメタデータ、
例えばポート数に従って、メディアスイッチ４によって選択される。
【００１９】
　例示的な相互接続に関して、メディアスイッチ４は、図３に示されるように体系化する
ことができる。入来生データストリームは、リレー接続ポイント２０によって受信され、
メディアスイッチ４によってＲＴＰ/ＲＴＣＰ出口接続ポイント３１に切り替えられる。
入来データストリームは、ＲＴＰ/ＲＴＣＰ入口接続ポイント２１によって受信され、メ
ディアスイッチ４によってファイル出口接続ポイント３２に切り替えられる。入来データ
ストリームは、ファイル入口接続ポイント２２によって受信され、メディアスイッチ４に
よってＤＳＰ出口接続ポイント３３に切り替えられる。入来データストリームは、ＤＳＰ
入口接続ポイント２３によって受信され、メディアスイッチ４によってリレー出口接続ポ
イント３０に切り替えられる。入来生データストリームは、リレー接続ポイント２０によ
って受信され、メディアスイッチ４によってコード変換出口接続ポイント３４に切り替え
られる。入来生データストリームは、リレー接続ポイント２０によって受信され、メディ
アスイッチ４によってマルチキャスト出口接続ポイント３４に切り替えられる、等である
。
【００２０】
　以下の図面において、メディアスイッチ４の例が異なる接続ポイントタイプ及び異なる
変換を有することを、より詳細に説明する。ソース及び宛先エンドデバイスのソース及び
宛先インターネットアドレス並びにソース及び宛先ポート数を有するメタデータも、これ
らの図面において含まれる。本例は、入来プロトコル及び送出プロトコルに従って伝送さ
れ、変換されたメタデータの伝送及び変換を示さない。
【００２１】
　図４は、入口接続ポイント２０から出口接続ポイント３０に、どのようなタイプであろ
うともデータを通す、リレー接続を示す。メディアスイッチ４を有するレジデンシャルゲ
ートウェイは、エンドデバイス６、例えばラップトップを含むホームネットワークの一部
である。ラップトップは、ホームネットワーク及びインターネット８を介して生データス
トリームを、例えばラップトップとすることもできる他のエンドデバイス９に送る。シグ
ナリングは、ＳＩＰ/ＳＤＰプロトコルを用いることによってデータストリームに関して
なされる。図５に示されるように、メディアスイッチによって送られたＩＰパケットは、
ＩＰヘッダ５０及び生データパケット５１を含む。ＩＰヘッダは、以下のメタデータ、す
なわちソース及び宛先インターネットプロトコルアドレス及び個々のポート数を含む。
【００２２】
　エンドデバイス６１からメディアスイッチ４を介してエンドデバイス６２にＲＴＰ/Ｒ
ＴＣＰストリームを伝送するレジデンシャルゲートウェイは、図６に示される。ＲＴＰス
トリームはメディアデータを包含し、ＲＴＣＰストリームは選択的であり、メディアスイ
ッチによってＲＴＰ/ＲＴＣＰ入口接続ポイント２１からＲＴＰ/ＲＴＣＰ出口接続ポイン
ト３１に切り替えられる統計値を包含する。メタデータにおけるＲＴＰ/(ＲＴＣＰ)パラ
メータは：ＲＴＰソースＩＰ＠：port info、ＲＴＰ宛先ＩＰ＠：port info、（ＲＴＣＰ
ソースＩＰ＠：port info）、（ＲＴＣＰ宛先ＩＰ＠：port info）、（ＲＴＣＰ帯域）、
（ＲＴＣＰフラグ（ＲＴＣＰを送ったか否か））、及びメディアデータ＝ＲＴＰストリー
ムが終了したということを知らせるメディアタイムアウトである。インターネットＲＴＰ
パケット及び選択的インターネットＲＴＣＰパケットは、図７に示されるように見える（
ＩＰ＠＝ＩＰアドレス）。
【００２３】
　図８は、ＦＸＳ電話呼び出しがメディアスイッチ４によってＲＴＰ/ＲＴＣＰプロトコ
ルに変換される例を示す。ホームネットワークのエンドデバイスとしての電話機８０は、
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シグナリングトーン（tone）及びボイス、例えば電話番号014234567をホームゲートウェ
イに伝送し、ホームゲートウェイはインターネットを介して他のエンドデバイス８１に電
話呼び出しを伝送する。メディアデバイスインターフェース２において、シグナリングト
ーンはアナログボイス信号から分離され、エンドデバイス８１に関するシグナリングはＳ
ＩＰ/ＳＤＰを介してなされる。メディアデバイスインターフェース２は、アナログボイ
スを、メディアスイッチ４の入口接続ポイント２３に伝送されるデジタルデータストリー
ムに変換するカーネルＤＳＰを含む。メディアスイッチ４において、ＤＳＰデータストリ
ームはＲＴＰ/ＲＴＣＰプロトコルに変換され、出口接続ポイント３１を介してエンドデ
バイス８１に伝送される。ＦＸＳポート及びインターフェースコントロールが低い階層内
であり、ボイスストリームはカーネル接続によって識別される。メタデータ内のカーネル
パラメータは、すなわちＤＳＰチャネルＩＤである。
【００２４】
　レジデンシャルゲートウェイ内にローカルに記録されたトーン、例えばビジートーン（
busy tone）は、図９に示されるようにエンドデバイスに伝送される。ビジートーンは、
カーネルＤＳＰ８２によって、メディアスイッチ４の入口接続ポイント２３であるＤＳＰ
チャネルに伝送され、ＲＴＰ/ＲＴＣＰ出口接続ポイント３１を介してエンドデバイスに
伝送される。メタデータに関するカーネルパラメータは、すなわちＤＳＰチャネルＩＤ及
びトーンＩＤである。
【００２５】
　レジデンシャルゲートウェイ内にローカルに記録されたメッセージは、図１０に示され
るように伝送される。メッセージは、レジデンシャルゲートウェイのユーザ空間１０１内
にファイル１００として記録され、送信バッファ１０２を介してファイル入口接続ポイン
ト２２に伝送され、ＲＴＰプロトコルに従ってＲＴＰ/ＲＴＣＰ出口接続エンドポイント
３１を介してエンドデバイスに送信する。ユーザ空間パラメータは、すなわち、読み込み
及びファイルを読み込む場所すなわちファイルロケーションに関するファイル記述子、並
びに送信バッファサイズである。
【００２６】
　レジデンシャルゲートウェイ内にローカルに記録される必要があるメッセージは、従っ
て、図１１に示されるように処理される。メッセージはＲＴＰ/ＲＴＣＰ入口接続ポイン
ト２１を介して受信され、メディアスイッチ４によってファイルに変換されて、ファイル
出口接続ポイント３２を介して、ファイルがファイル１１１として記録されているユーザ
空間１０１の受信バッファに送信される。この実施形態において、ユーザ空間パラメータ
は、書き込み及びファイルを書き込む場所すなわちファイルロケーションに関するファイ
ル記述子、並びに書き込みバッファサイズである。
【００２７】
　データストリームのコード変換は、図１２（ａ）に示されるようにメディアスイッチ４
の入り口側で、又は図１２（ｂ）に示されるようにメディアスイッチ４の出口側で、実行
されることができる。図１２（ａ）において、Ｇ.７１１プロトコルに従ったＲＴＰメデ
ィアストリームは、コード変換入口接続ポイント２４でＧ.７２２プロトコルに従ったＲ
ＴＰメディアストリームにコード変換され、メディアスイッチ４によってリレー出口接続
ポイント２０にリンク付けされる。図１２（ｂ）は、リレー入口接続ポイント２０で受信
され、メディアスイッチ４によってコード変換出口接続ポイント３４にリンク付けされた
、Ｇ.７１１プロトコルに従ったＲＴＰメディアストリームを示す。
【００２８】
　マルチキャスト出口接続ポイント３５の機能は、図１３に示される。Ｇ.７１１プロト
コルに従ったＲＴＰメディアストリームは、リレー入口接続ポイント２０で受信され、メ
ディアスイッチ４によってマルチキャスト出口接続ポイント３５にリンク付けされる。マ
ルチキャスト出口接続ポイント３５は、この場合においてＧ.７１１プロトコルに従った
多数のＲＴＰメディアストリームを提供する。
【００２９】
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　この種類のマルチキャスト接続出口ポイントは、図１４に示されるように実施形態にお
いて適用される。ＲＴＰ Ｇ.７１１メディアストリームは、リレー入口接続ポイント２０
で受信され、リレー入口接続ポイント２０はメディアスイッチ４によってマルチキャスト
出口接続ポイント３５にリンク付けされ、マルチキャスト出口接続ポイント３５はＲＴＰ
メディアストリームを３つのＲＴＰ Ｇ.７１１ストリームに増やす。３つのＲＴＰ Ｇ.７
１１ストリームは、メディアスイッチ４のリレー入口接続ポイント２０にそれぞれ接続さ
れる。各マルチキャスト入口接続ポイント２０は、適切な出口接続エンドポイントに相互
接続される。この実施形態において、３つのストリームのうちの第１のものは、ＲＴＰ 
Ｇ.７１１メディアストリームを提供するリレー出口接続ポイント３０に接続され、第２
のものは例えばボイス入口の記録のためのファイル出口接続ポイント３２に接続され、第
３のものはＲＴＰ Ｇ.７１１メディアストリームをＲＴＰ Ｇ.７２２メディアストリーム
にコード変換するコード変換出口接続ポイント３４に接続される。
【００３０】
　本発明の主な利点は、任意のメディア生成器がもはやメディアスイッチ４の受信側及び
その逆で使用される伝送プロトコルについて注意を払う必要がないということである。こ
れは、制限された変形のみでの多くの新しいシナリオを許容するために容易に拡張され得
る簡単なアーキテクチャを導くであろう。このアプローチは、遅延がほとんどなく非常に
効率的になる最適な実装を導く。オペレーティングシステムの観点から、このメディアハ
ンドリングは、ルーティングレイテンシを最適化するように優先順位付けられ得るカーネ
ルワーカースレッドの目的でなされることができる。
【００３１】
　また、本発明の他の実施形態は、本発明の範囲から逸脱しない当業者によって利用され
ることができる。本発明は特に、ｘＤＳＬ伝送を使用するレジデンシャルゲートウェイに
制限されず、任意の他の有線又は無線ブロードバンド技術にも適用可能であり、従って全
ての種類の装置に関して使用することができる。本発明は、それ故、以下に添付の特許請
求の範囲に属する。
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